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規

則

青
森
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
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を
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こ
に
公
布
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る
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平
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青
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県
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村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
二
号

青
森
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

趣
旨)

第
一
条

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
つ
い
て
は
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
九
号)

及
び
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則

(

平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下

｢

省
令｣

と
い
う
。)

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
耐
震
診
断
の
結
果
の
報
告
書
の
添
付
書
類)

第
二
条

省
令
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
耐
震
診
断
の
結
果
を
知
事
が

適
切
で
あ
る
と
認
め
た
者
が
証
す
る
書
類
と
す
る
。

(

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
の
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
等)

第
三
条

省
令
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
が
同
条
第
三
項
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
を
知
事
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
た
者
が
証
す
る
書
類
と
す
る
。

２

省
令
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
の
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
同
条
第
一
項
の
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
書
を
添
え
る
こ
と
を
要
し

な
い
も
の
と
す
る
。

(

建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
等)

第
四
条

省
令
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
が
耐
震
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
証
す
る
書
類
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
建
築
物
が
法

第
二
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と

し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

省
令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
耐
震
診
断
資
格
者
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
者

(

以
下

｢

耐
震
診
断
資
格
者
等｣

と
い
う
。)

が
記
載
し
た
既
存
建
築
物
現
況
調
書

(

別
記
様

式)

二

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２

省
令
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る

書
類
の
ほ
か
、
建
築
物
が
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を
知
事
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
た
者
が
証
す
る
書
類
と
す
る
。

３

省
令
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
同
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
築
物
に
つ

い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
号
に
規
定
す
る
構
造
計
算
書
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

(

区
分
所
有
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
必
要
性
に
係
る
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
等)

第
五
条

省
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類
と
す
る
。

一

耐
震
診
断
資
格
者
等
が
記
載
し
た
既
存
建
築
物
現
況
調
書

二

区
分
所
有
建
築
物
が
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
な
い
こ
と
を
知
事
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
た
者
が
証
す
る
書
類

三

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２

省
令
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
よ

…
…
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( )

う
と
す
る
区
分
所
有
建
築
物
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
省
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
構
造
計
算
書
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い

も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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